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連休中の生活のお願い 
 

 新緑の候 保護者の皆さまにはますますご健勝にてお過ごしのことと存じます。平素は、本校教育に

対し、格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 さて、新学期が始まり慌ただしく３週間が過ぎ、５月１日（土）から大型連休を迎えます。緊張した

生活を過ごしてきた中での疲れを癒す時間として、各ご家庭で充実した休暇として過ごしていただきた

いと思います。学校として、連休中の生活の注意点を下記のように指導をしておりますので、各ご家庭

でも併せてご指導いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

生活・安全面について 

１ 規則正しい生活をし、生活のリズムを崩さないこと。（朝は早く起き、夜は早く寝る。） 

２ 部活動には積極的に参加をして、有意義な休暇を過ごすこと。 

３ お金の無駄遣い、お金の貸し借り、売買、賭け事はしないこと。 

４ 危険な遊びはしないこと。（※生徒だけの河川等での遊泳や火遊びは禁止する。） 

５ 自転者に乗る時は、十分安全に気を付けること。（交通ルールは絶対に守ること。） 

６ 外出をするときは、必ず家の人に、目的・行き先・同行者・帰宅時間を告げて、許可を得て行動

すること。（※緊急事態宣言中は、特に不要不急の外出は避けること） 

７ 旅行等の宿泊を伴う外出については、保護者または適切な指導者の監督のもとで行うこと。友人

宅での外泊は認めていない。 

８ 地域での立入禁止の施設等に無断で出入りをしないこと。 

９ 小学校や中学校などには絶対に遊びに行かない。また公共の施設を利用するときは、ルールとマ

ナーを守って行動をすること。 

10 目的や用事もなく大規模店舗（アルプラザ・イオン等）や繁華街へ行かないこと。 

11 新型コロナウイルス感染予防を徹底すること。下記の３つの条件が同時に重ならないようにする

こと。 

  （１） 換気の悪い密閉空間 

  （２） 人の密集する場所 

  （３） 近距離での会話や発声等 

12 毎朝、検温を行い、健康観察を行うこと。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 ＊休み中、部活動などの用事で学校に来るときは、制服か体操服、もしくは部活動毎に定められ

た服装とする。不要物は持ってこない。登下校途中での買い食い、寄り道をしない。 

 

 ＊不審者に遭遇した場合はまず警察に連絡すること。 

  

＊連休中の緊急連絡は、亀岡市役所「22-3131」までお願いします。亀岡市教育委員会から校長に

連絡がつくようになっております。 

・頭髪の加工（染色・脱色・パーマ等）、ピアスの穴あけは絶対にしないこと。 

・喫煙、飲酒、万引き、深夜徘徊などは絶対にしないこと。（薬物乱用へとつながる恐れが

あります。） 

・無免許運転、バイクの同乗、法律で禁止されていることはしないこと。 

・スマートフォンなどを介した SNS の使用には十分に注意すること。（特にライン、ツイ

ッター、インスタグラムなど）トラブルにつながる恐れがあります。 

 


